
 
 
 

 

平成 20 年度特定健康診査・特定保健指導委託契約書 

 

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57年法律第 80号)に基づき実施する、特定健

康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ)及

び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要が有る者とし て厚

生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者とし

ての厚生労働省令で定めるも のが行う保健指導をいう。以下同じ)について、全国建設工

事国民健康保険組合(以下「甲」という) 社団法人全日本病院協会(以下「乙」という)の会

員の医療機関（以下「実施機関」という。別表１実施機関一覧表のとおり）から契約に関す

る委任を受けた乙との間に、次の条項により委託契約を締結する。 

 

 (総 則) 

第 1 条 甲は、特定健康診査及び特定保健指導を乙に委託し、乙はこれを受託するもの

とする。 

 

(委託業務) 

第 2 条 甲が乙に委託する業務の内容は、厚生労働省「特定健康診査及び特定保健指

導の実施に関する基準」に基づき、別表２健診等内容表のとおりとする。 

２ 業務は、乙の会員の実施機関で行うものとする。 

３ 別表４で示した追加健診及び人間ドックの健診結果を、厚生労働省の定める電子的

標準様式（JLAC10 コードの XML 形式）に基づくデータにて作成できる実施機関につ

いては、追加健診及び人間ドックを実施できることと する。 

 

(対象者) 

第３条 特定健康診査は、実施機関に甲の発行する被保険者証及び特定健康診査受診

券・問診票（別紙２）を提示した者を対象とし、当該実施機関において有効期限等券面

の内容を十分に確認の上、実施するものとする。 

２ 特定保健指導は、実施機関に甲の発行する被保険者証及び特定保健指導利用券

（別紙３）を提示した者を対象とし、当該実施機関において特定保健指導開始日及び

有効期限等券面の内容を十分に確認の上、実施するものとする。 

 

(契約期間) 

第４条 この契約の有効期間は、平成 20年 4月 1日から平成 21年 3月 31日までとする。 

２ 特定保健指導については、実施機関が、前項の有効期間内に実施した特定健康診

査の結果に基づく指導を行う対象者に限り、当該指導の終了(実績評価を行う完了の

みならず、脱落や資格喪失による途中終了も含む)する日までを有効期間とする。 



 
 
 

 

 

(委託料) 

第５条 委託料は、別表３委託料内訳書のとおりとし、第 2条、第 3項で定めた追加健診、

人間ドックを実施する場合については、別表４委託料内訳書のとおりとする。 

 

(委託料の請求) 

第６条 実施機関は、特定健康診査については終了後に、特定保健指導については行

動計画を策定する初回時面接終了後及び計画の実績評価(計画策定日から６ヶ月以

上経過後に行う評価)終了後に、それぞれ遅滞なくその結果を取りまとめ、前条の委託

料のうち特定健康診査受診券若しくは特定保健指導利用券の券面に示された受診者

あるいは利用者の自己負担分を差し引いた金額(以下「請求額」という)を、甲の委託を

受けて決済を代行する機関(以下「代行機関」という)である各都道府県の国民健康保

険団体連合会に請求するものとする。この場合の請求方法については「特定健康診

査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」の付属資料７うち「別表７請求区分コ

ード」に従って請求することと する。 

２ 実施機関が特定健康診査あるいは特定保健指導の実施委託に関する集合的な契約

を締結している他の契約とり まとめ機関にも所属し、かつ甲の一部がその他の契約とり

まとめ機関との集合的な契約にも参加している場合に、他の契約に参加している受診

者あるいは利用者がその契約に参加している実施機関にて特定健康診査あるいは特

定保健指導を受診若しくは利用する時の委託料の請求は次のように定める。実施内容

(特定健康診査の場合は健診項目、特定保健指導の動機づけ支援の場合は実施形態、

特定保健指導の積極的支援の場合は実施形態のほか継続的支援における介入回数

や介入形態等)が他の契約と本契約との間で一致する場合は、本契約が他の契約と比

して単価が最も低い場合に限って、本契約に定める委託料から所定の自己負担額を

差し引いた額を請求すること とする。また、他の契約の実施内容が本契約の内容と一

致しない場合は、実施機関が受診者あるいは利用者に各契約の実施内容等の相違点

を説明の上、受診者あるいは利用者が本契約の実施内容等を選択した場合に限り、

本契約に定める委託料から自己負担額を差し引いた額を請求することと する。 

３ 第１項における結果の取りまとめ及び代行機関への送付は、厚生労働省の定める電

子的標準様式に基づく電子データとして作成し、作成した電子データを格納したファイ

ルを、電子情報処理組織(代行機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以

下同じ)と実施機関の使用に係る電子計算機を電子通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。以下同じ)により、実施後その都度発信するか、ファイルを収録した電子

媒体(ＦＤ、МО、若しくはＣＤ－Ｒ)を実施月の翌月５日までに提出（期限までに必着）

する方法を採るも のとする。なお、送付の期限が土曜日、日曜日及び国民の休日にあ

たる場合は、その翌日を期限とする 

４ 第１項の場合において、電子情報処理組織の使用による請求は、代行機関の使用に



 
 
 

 

係る電子情報処理組織に備えられたファイルへの記録がなされたときに、代行機関に

到達したものとみなす。 

５ 特定健康診査において、実施機関は前項に定める電子データの送付に加え、終了後

速やかに、法第23条の規定に基づく特定健康診査受診結果通知表（厚生労働省にて

様式例を公表）を作成し、受診した者に通知するものとする。なお通知に当たっては、

実施基準第 3 条に基づき、特定健康診査受診結果通知表と併せて、受診した者が自

らの健康状態を自覚し生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な

情報を提供するものとする。 

６ 特定保健指導においては、前項に定める電子データの送付に加え、特定保健指導の

支援計画及び実施報告書(厚生労働省にて様式例を公表)等、指導過程における各種

記録類やワークシート類等(本項において「指導過程における各種記録類等」という)に

ついても、甲が実施機関に求めた場合は、これを提出するものとする。この場合におい

て、実施機関は甲のうち請求した者へ電子データ又は紙により直接送付するも のとす

る。 

 

（委託料の支払い） 

第７条 甲は、実施機関から前条の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認め

たときは、前条に定める請求に関わる電子データを受理した月の翌月末日（電子情報

処理組織の使用による場合であって、受理した月の 6 日から月末までのものは翌々月

の末日までに支払うこととし、支払日が土曜日、日曜日及び国民の休日に当たる場合

は、その日の後で甲と代行機関との間で定める日とする）までに、実施機関に代行機

関を通じて請求額を支払うものとする。 

２ 甲及び代行機関の点検の結果、結果に関する内容について問題がある場合は、代行

機関を通じて請求者（実施機関）に返戻を行うものとする。この場合において、既に実

施機関に支払われた委託料については、当該委託料を支払った保険者又は他の保険

者に対し当該実施機関が有する委託料に係る債権との代行機関を通じた調整、又は、

当該実施機関からの代行機関を通じた戻入による調整を行うことができる。 

３ 請求者（実施機関）は前項の返戻を受けた場合において、再審査のうえ、再度第６条

第１項の方法により請求を行うことができる。 

 

（決済に失敗した場合の取扱い） 

第８条 実施機関において、被保険者証等と特定健康診査受診券若しくは特定保健指

導利用券の両方を確認せず実施した場合は、当該実施機関の責任・負担とし、甲から

請求額は支払われないものとする。 

２ 実施機関において、被保険者証等と特定健康診査受診券若しくは特定保健指導利

用券の両方を確認した結果、精巧な偽造等により特に問題ないとしか判断できない場

合は、甲の責任・負担とし、甲は請求額を代行機関を通じて実施機関に支払うものとす



 
 
 

 

る。 

３ 実施機関において、特定健康診査受診券若しくは特定保健指導利用券に記載された

内容と異なる業務・請求を行った場合は、当該機関の責任・負担とし、甲から請求額は

支払われないものとする。 

４ 特定保健指導の積極的支援における期間（3～６ヶ月）中に、利用者が被保険者資格

を喪失した場合は、利用者が属していた保険者が実施機関に資格喪失を連絡すること

により利用停止とする。この時、実施機関は利用停止までの結果に関するデータを代

行機関へ送付し、甲は利用停止までの特定保健指導の実施期間に応じた費用を代行

機関を通じて実施機関に支払うことと する。 

５ 特定保健指導の積極的支援を実施中に、利用者が参加しなくなった（脱落が確定し

た）場合は、甲は、その時点までの特定保健指導の実施実績に応じた費用を代行機関

を通じて実施機関に支払うことと する。 

 

（再委託の禁止） 

第９条 実施機関は、甲が委託する業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。

ただし、実施機関が、検査機器の不備等により、健診・保健指導機関に関する「運営に

ついての重要事項に関する規定の概要」において血液検査等の実施を委託することを

予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部を委託する場合

には、この限りではない。 

 

（譲渡の禁止） 

第 10 条 実施機関は、甲が乙に委託する業務の全部又は一部を第三者に譲渡してはな

らない。 

 

（事故及び損害の責任） 

第 11 条 実施機関が、業務の実施中に生じた事故及びその業務により生じた事故及び

損害については、甲及び乙に故意又は重過失がない限り、実施機関がその負担と責

任において処理に当たるものとする。 

２ 前項の場合において、実施機関に故意又は重過失がない限り、その負担と責任につ

いて実施機関は甲及び乙と協議するものとする。 

３ 前２項の取り決めについては、乙と実施機関との契約等において両者遵守するものと

する。 

 

（個人情報の保護） 

第 12 条 実施機関が当該業務を実施するに当たっては、特定健康診査あるいは特定保

健指導の記録の漏えいを防止すると共に、実施担当者には守秘義務を課す等、関係

法令を遵守するこ とに加え、別紙１個人情報取扱注意事項や「医療・介護関係事業者



 
 
 

 

における個人情報の取扱いのためのガイドライン」（平成 16 年 12 月 24 日医政発第

1224001 号、薬食発第 1224002 号、老発第 1224002 号）及び各都道府県において定

める個人情報の取扱いに係る条例等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、上

記の事項やガイドライン等を遵守するものとする。 

２ 前項の取り決めについては、実施機関との契約等において両者遵守するものとする。 

 

（業務等の調査等） 

第 13 条 甲は、健診・保健指導機関に関する「重要事項に関する規程の概要」に関する

実施機関の公表内容等に関し詳細を確認する等、甲が必要と認めるときは、乙に対し

実施機関における業務の実施状況等を照会し、調査及び報告を求めることができる。 

２ 甲から前項の照会があった場合は、乙は速やかに対応するものとする。 

 

（契約の解除） 

第 14 条 甲又は乙は、甲又は乙がこの契約に違反した場合は、この契約を解除できるも

のとする。 

２ 前項に関わらず、甲は、前条の照会結果等から、健診・保健指導機関に関する「重要

事項に関する規定の概要」に関する実施機関の公表内容等が事実と異なり、それによ

り甲に大きな影響がある場合は、別表１実施機関一覧表より削除しこの契約から解除で

きるものとする。 

 

（協 議） 

第 15 条 この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って

協議のうえ決定するものとする。 

 

甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書３通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各

自 1 通を保有するものとする。 

 

 

平成 20 年 4 月 1 日 

             委託者（甲）      全国建設工事国民健康保険組合 

                           東京都中央区日本橋箱崎町 12 番 4 号 

                             理事長   森       大 

              

             受託者（乙）      社団法人全日本病院協会 

                  東京都千代田区三崎町 3-7-12 清話会ビル 
                   会 長 西 澤 寛 俊 



 
 
 

 

別紙１ 

個人情報取扱注意事項 

 

１ 基本的事項 

 実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に

当たっては、個人の権利利益を侵害すること のないよう、個人情報を適切に取り扱

わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

 実施機関は、この契約による業務に関して知るこ とができた個人情報をみだりに

他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様

とする。 

 

３ 収集の制限 

 (1) 実施機関は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集すると

きは、業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要

な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 (2) 実施機関は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するとき

は、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で

収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

 実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外

の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

 実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき

損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

 

６ 再委託の禁止 

 実施機関は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものと

し、第三者にその処理を提供してはならない。ただし、実施機関が、健診・保健指

導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において血液検

査等の実施を委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲にお



 
 
 

 

いて業務の一部を委託する場合には、この限りではない。 

 

７ 資料等の返還等 

 実施機関は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は実施

機関自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了

後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示に従うものとする。 

 

８ 従事者への通知 

 実施機関は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後

において、その業務に関して知るこ とのできた個人情報を他に漏らし てはならない

こと及び契約の目的以外の目的に使用してはならないこと など、個人情報の保護

に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

９ 実地調査 

 甲は、必要があると認めるときは、実施機関がこの契約による業務の執行に当たり

取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１０ 事故報告 

 実施機関は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあるこ とを知

ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 



 
 
 

 

.



 
 
 

 

別表 ２ 

健診等内容表 

区 分 内      容 

質問(問診 ) 別 紙 質 問 票 のとおり 

身 長 

体 重 

腹 囲 
身 体 計 測 

B M I 

理学的所見 

(身体診察) 

 

収 縮 期 血 圧 
血 圧 

拡 張 期 血 圧 

中 性 脂 肪 

HDL－コレステ ロール  血中脂質検査 

LDL－コレステロ ール 

G      O      T 

G      Ｐ      T 肝機能検査 

γ－G T（γ－ G T P） 

空 腹 時 血 糖 
血糖検査(両方実施) 

ヘ モ グ ロ ビ ン A 1 c 

糖  

特 

定 

健 

康 

診 

査 

※ 

基本的な健

診の項目 

尿 検 査 
蛋 白 

動機付け支

援 

Ⅰ 初回面接 

 ① 個別面接 1 回(20分以上) 

  又は 

 ② グループ面接(8 名以下)1 回(80分以上) 

Ⅱ 実績評価 

  6 ヶ月後の実績評価を面接又は通信(電子メール、電話、FAX、手紙等)

で実施 

 

 

 

 

特

定

保

健

指

導 

積極的支援 初回時面接の形態 

① 個別面接 1 回(20 分以上) 

 又は 

② グループ面接(8 名以下)1回(80 分以上) 



 
 
 

 

実施ポイ

ント数 

180 ポイント以上 

3 ヶ月

以上の

継続的

な支援 

主な実

施形態 

※  支援Ａ、支援Ｂの内容については、厚生労働省

「標準的な健診・保健指導プログラム」（確定版）

を参照すること 

※ 継続的支援は、支援中に直接面接(個別・グルー

プ)支援を必ず 1 回以上実施し、支援 A の方法で

160 ポイント以上、支援 B の方法で 20 ポイント以

上、合計で 180ポイント以上の支援を実施すること 

終了時評価の形態 6 ヶ月後の実績評価を面接又は通信(電子メール、電

話、FAX、手紙等)で実施 

 
6 ヵ月後評価ができない場合の確

認回数 

３回 

 

※ 特定健康診査の結果通知の際には、結果内容に合わせた、適切な情報提供(厚生労働省健康

局「標準的な健診・保健指導プログラム」における保健指導の情報提供にあたるもの)を行うものと

する。 

※ 詳細な健診項目については、平成 20 年度は実施しないことと する。（別表４の追加健診項目の

取扱とする） 

※ 血糖検査については、食事の採取にかかわらずヘモグロビンＡ1c の測定は必須とする。 

※ 問診時に採血時間（食後 10 時間以上か以下か）について確認すること。 

※ 生理中の女性に対する尿検査については、検査不能とし て実施を行わない場合も認めるもの

の、その他の項目については全て実施すること。実施されなかった場合は完全に実施するまで何

度も実施するか、未実施扱いとする(この場合甲から乙に委託費用は支払われない)。 

※ 特定保健指導利用者（動機づけ及び積極的支援）に対する 6 ヵ月後の評価に際し、電話・FAX

もし くは手紙等による３回以上の督促を行ったにもかかわらず、確認が取れず評価ができない場

合は、督促の実施記録を保存し「6 ヵ月後の評価ができない場合の確認回数」の提出をもって修

了とみなす。 

※ （１）別表２に揚げる実施機関は、他の機関で特定健康診査を受診した者又は事業主健康診断

を受診した者に対して特定保健指導を実施する場合、第6条第5項で受診者に通知された特定

健康診査結果通知表並びに特定健康診査で提出した問診表の写しの提出を求めることと する。 

 （２）甲は上記（１）に該当する者に対して、特定保健指導を実施する機関に、当該健診結果通

知表及び問診表の写しを持参するよう周知することと する。 



 
 
 

 

別表 ３ 

委託料内訳書（全額保険者負担とする） 

区    分 

1 人当たり 

委託料単価 

(消費税含む) 

支 払 条 件 

基本的な健康診査の項目 5,250 円 
健診実施後に一括支払 

 

特

定

健

康

診

査 

詳細な健診  平成 20 年度は実施しない 

動 機 付 け支 援 5,250 円 

面接による支援終了後に左記
金額の 8/10 を支払 
残る 2/10は実績評価終了後に
支払 
 

特

定

保

健

指

導 

積 極 的 支 援 21,000 円 

初回時の面接による支援終了
後に左記金額の 4/10 を支払 
残る 6/10（内訳としては３ヶ月
以上の継続的な支援が 5/10、
実績評価が 1/10）は実績評価
終了後に支払 
３ヶ月以上の継続的な支援実
施中に脱落等により終了した
場合は、左記金額の 5/10に実
施済みポイント数の割合を乗じ
た金額を支払 

※ 特定保健指導の各回の支払額が分割比率の関係で小数点以下の端数が生じる場合は、四捨

五入により１円単位とする。 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

別表 ４ 

委託検査/委託料内訳書（追加健診・人間ドッ ク） 

区    分 

1 人当たり 

委託料単価 

(消費税含む) 

支 払 条 件 

 貧血検査 242 円 

 心電図検査 1,575 円 

 眼底検査(フィルム代含む） 1,176 円 

胸部エック ス線検査 上部消化管エック ス線 

視 力 検 査 聴 力 検 査 

喀 痰 検 査 血 清 尿 酸 

追加

健診

項目

※ 

血清クレアチニン  

実施機関の

定める単価 

保険者負担上限額を 3,000 円

とし、健診実施後に一括支払。 

（3,000 円を超える部分は健診

実施当日受診者の個人負担と

する。また 3,000 円にデータ変

換※手数料を含むものとする） 

 

人間ドック※ 
実施機関の
定める単価 

保険者負担上限額を 20,000円

とし、健診実施後に一括支払。 

（20,000円を超える部分は健診

実施当日受診者の個人負担） 

※特定健診項目を含むこと 

※ 特定保健指導の各回の支払額が分割比率の関係で小数点以下の端数が生じる場合は、四捨

五入により１円単位とする。 

※ 追加健診項目については、受診者が選択した項目（事前申込が必要）について実施することと

する。 

※ 受診者が追加健診項目を実施する場合は「特定健康診査（基本的な項目）＋追加健診項目」

の両方を実施することする。 

※ 受診券に「人間ドック」の標記がある者であっても、受診者が人間ドックを希望しない場合は、

「特定健康診査（基本的な項目）」または「特定健康診査（基本的な項目）＋追加健診項目」を選

択的に実施できることと する。 

※ 人間ドックの検査内容については、各実施機関で定めた内容で実施してよいことと する。 
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＜委託者＞ 

全国建設工事業国民健康保険組合（建設国保） 

 
＜受託者＞ 

①社団法人全国労働衛生団体連合会 

②社団法人全日本病院協会 

③有限責任中間法人日本人間ドック学会・社団法人日本病院会 

 

特定健診等事業の実施における留意事項 

 

 

平成 20年 5月 
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１．対象者 

  全国建設工事業国民健康保険組合（以下「当組合」という）では、40 歳以上の方全員に「特定健診受

診券」を発券し、39 歳以下の方には発券しません。 
   

２．詳細な健診項目 

  当組合では、平成 20 年度は特定健診の詳細項目（3 項目）は実施せず、追加健診項目として実施しま

す。（追加健診項目について、委託契約を取り交わしていない実施機関については、実施しないでくだ

さい。有限責任中間法人日本人間ドック学会及び社団法人日本病院会については特定健診の基本項目及

び特定保健指導のみの契約となっています。） 

 

３．追加健診項目 

  ●当組合で定めた「追加健診項目」は以下の 10 項目ですが、 

   下記の中から、受診者が希望する項目を事前に選んでもらい、 

   特定健診基本項目といっしょに事前予約してもらいます。 

   

 

 

 

  

眼底検査 (※1,176 円） 心電図検査（※1,575 円） 

貧血検査 （※242 円） 上部消化管エックス線 

胸部エックス線検査 血清尿酸 

視力検査 聴力検査 

喀痰検査 血清クレアチニン 

《注意！》 
●左記 10 項目を全て実施する

とは限りません。 

受診者の希望選択です。 

 

●眼底検査（※1,176 円） 

 心電図検査（※1,575 円） 

 貧血検査（※242 円） 

の 3 項目以外は実施機関の定め

る金額で実施していただいてか

まいません。 



 

3 

  ●追加健診項目に対する 組合負担上限額は 3,000 円税込（3,000 円を超えた金額は、受診日当日個

人負担）です。 

 

  ●『厚労省指定のファイル形式（ＸＭＬ）で、健診終了後、所在地の国保連合会に請求できること』

が追加健診実施のための条件となります。ＸＭＬ形式で対応できない実施機関は、追加健診、人間

ドックを実施しないで下さい。（Ｐ６フロー図参照） 

  

４．費用・健診データの送付先等 

  ●受診券を利用して実施した「特定健診基本項目」・「追加健診項目」・「人間ドック」の費用請求、健

診結果データはＸＭＬ形式で所在地の国保連合会に送付してください。 

 

  ●その際、厚労省指定のファイル形式（ＸＭＬ）で、健診終了後、所在地の国保連合会に請求できる

ことが健診実施の条件となります。 

 

  ●当組合では、あらかじめ受診者に「組合指定医療機関リスト」を配付しています。 

 

 

５．人間ドッグについて 

  ●実施機関の定めた内容でドックを実施してかまいませんが、保険者負担上限額を越えた金額は、自

己負担となるので健診日当日徴収してください。（詳しくは次項６．受診券の※４を参照） 

  ●厚労省指定のファイル形式（ＸＭＬ）で、健診終了後、所在地の国保連合会に請求できることが人

間ドック実施のための条件となります 
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６．受診券 ： 当組合の受診券の標記は下記のようになっています 

 ●特定健診基本項目のみの契約となっている実施機関が、追加健診や人間ドックを実施 

  した場合の費用負担は実施機関の負担となるので注意してください。（Ｐ6参照） 

 

 

 

  ●受診券の有効期限 ： 平成 21 年 1 月 31 日 

窓口の自己負担額 

健診内容 
実施 

形態 
負担額 負担率 

保険者負担 

上限額 

基本項目 
個別 

集団 

0 円 

0 円 

－ 

－ 

     － 

   － 
※1 特

定
健
診 詳細項目 － － －     －   ※2 

追加項目 
個別 

集団 

－ 

－ 

－ 

－ 

3,000 円 

3,000 円 
※3 

生活機能 

チェック 
－ － －     － 生

活
機
能

評
価 生活機能 

検査 
－ － －     － 

そ
の
他 

人間ドック － － － 20,000 円※4 

※１ 

基本項目（5,250 円）は全額組合

負担です。自己負担なし。 

※３ ●当組合の定めた 10 項目(前項

参照)のなかから受診者が希望する項目

(事前予約をしてもらう)を実施. 

●3,000 円を超えた場合は、超過分を受

診者から徴収。 

●追加健診のみの実施は不可！特定健

診基本項目と同時に実施すること。 

●ファイル形式（ＸＭＬ）で対応できる

ことが実施のための条件となります。Ｘ

ＭＬで対応できない実施機関は実施し  

ないで下さい。 

※４  ●40 歳・45 歳・50 歳・55 歳・60 歳の節目年齢該当者はこの欄が 20,000 円と標記されます。それ以外の人はこの欄が 8,250 円

と標記されます。●実施機関の定めた内容でドックを実施してかまいませんが、20,000 円（8,250 円）を越えた金額は、自己負担となるので

健診日当日徴収してください。 

●厚労省指定のファイル形式（ＸＭＬ）で、健診終了後、所在地の国保連合会に請求できることが人間ドック実施のための条件となります 

●受診者は、人間ドックを受診した場合、特定健診基本項目（※１）と追加健診項目（※３）の助成は受けられません。 

※２ 

平成 20 年度は実施しません（追

加健診項目の中で実施します） 
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 ●受診券の見本 ： 問診票と一体になっています。（別紙１参照） 

   問診票は、事前記入したものを受診日当日持参するよう周知しています。 

 

 ●受診券を利用した場合の請求パターンは、以下の３通りです。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

① 特定健診（基本項目）のみ（個人負担なし） 

③ 人間ドックを実施（組合負担上減額○○○円） 

 

② 特定健診（基本項目）＋追加健診（組合負担上減額 3,000 円） 

節目年齢該当者は 

この欄が 20,000 円 

非該当者は 8,500 円 

《注意！》 
 

●左記以外の請求パ

ターンは存在しませ

ん 

●（例えは） 

「追加健診＋人間ド

ック」の請求を国保

連合会に回すと返戻

され、誤請求分は実

施機関払いとなりま

す。 
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７．健診項目別、費用決済データ送付先のフロー図 

健診項目 実施機関の対応状況 費用決等データの送付先等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実施機関の電子ファイル化整備体制が整うまでの間、支部の要請に基づき暫定的に実施するもの。 

ＹＥＳ 
 

厚労省指定

の電子ファ

イ ル 形 式

(ＸＭＬ)で

対応可能な

実施機関で

すか？ 

特定健診 

基本項目 

所在地の国保連合会に送付 

（電子データ決済） 

追加健診 

項目 

ＹＥＳ 

当組合支部と集団検診

を実施する場合 

ＮＯ 

集団検診の追加健診分にかぎ

り支部を通じ※当組合本部に

費用請求 

(1 人当り 3,000 円限度） 

所在地の国保連合会に送付 

（電子データ決済） 

人間ドック 

追加健診を実施できない（実施

してしまった場合の費用負担

は実施機関払い） 

当組合支部と集団検診

を実施しない場合 

 

ＮＯ 
人間ドックを実施できない（実

施してしまった場合の費用負担

は実施機関払い） 

ＮＯ 
特定健診を実施できない(実施した

場合の費用負担は実施機関払い） 

ＹＥＳ 

所在地の国保連合会に送付 

（電子データ決済） 


